
 
 

２０１９年度全国小学生バレ－ボ－ル指導者一次講習会開催要項（案） 

(公益財団法人日本スポーツ協会認定スタートコーチ及び 

日本小学生バレーボール連盟認定初級指導者資格取得講習会) 

 

１．目    的   小学生に正しく、楽しいバレーボールを指導するための指導方法につい 

 て研修し、指導者の資質の向上を図る。 

２．主   催  公益財団法人日本バレ－ボ－ル協会・日本小学生バレ－ボ－ル連盟 

 

３．主   管  公益財団法人日本バレ－ボ－ル協会指導者養成委員会 

日本小学生バレ－ボ－ル連盟指導普及委員会 

開催県バレ－ボ－ル協会・開催県小学生バレ－ボ－ル連盟 

４．後   援  開催県・市区町村教育委員会、開催県・市区町村体育協会、報道機関 

５．開催期日   ２０１９年５月～２０２０年２月末日 

６．参加資格   ①小学生バレーボールの指導に関わっている又は希望するもの 

②地域においてジュニアバレーボールの指導に関わっているもの          

（中学生指導者を含む） 

③旧1次講習会受講者でスタートコーチ取得のための共通科目受講希望者 

７．講座内容 

◆１日目（13：30～17：30） 

１
日
目 

講義 

スタートコーチ共通科目 
旧 1・2次講習会 

受講者受講科目 

指導者の在り方   

競技規則と審判法 
 

バレーボールの特性 

ﾋﾞｰﾁﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙの指導法と競技規則 

練習計画の立案 

  

◆２日目（9：00～15：00） 

２
日
目 

実技 

ウォーミングアップとクーリングダウ
ン実習   

初心者導入法   

バレーボールの基礎技術   

 

８．講  師   公益財団法人日本バレーボール協会公認講師 

公益財団法人日本バレーボール協会役員 

公益財団法人日本スポーツ協会バレーボールコーチ2・3・4 

日本小学生バレーボール連盟役員 他 

 



※計画書等の様式は日本小学生バレーボール連盟ホームページに掲載 

９．参 加 料 受講料２，５００円・教材費等（テキスト代含む）１，５００円を徴収する。 

※旧1・2次講習会受講者が、スタートコーチ取得のために参加する場合は、参加料と

して、受講料５００円・教材費等（テキスト代含む）１，５００円を徴収する。 

10．参加申込み   開催地の要項に従って申し込みを行う。 

 

11．そ の 他  ①全課程を修了したものは、公益財団法人日本スポーツ協会認定スタートコーチ（バ

レーボール）講習修了者となり、日本小学生バレーボール連盟初級指導者として認

定し、指導者認定証（送料等実費負担）を発行する。尚、本講習会修了者は、公

益財団法人日本スポーツ協会スタートコーチ講習修了者となるので、日本スポー

ツ協会ホームページにて、申請手続きを行うこと。（本講習の有効期限は4年間） 

②講習受講にあたり、、筆記用具、運動できる服装、２０１９年度ルールブック持

参を周知すること。 

③指導者資格について 

1） 全日本バレーボール小学生大会のブロック・地区及び都道府県最終予選会にお

いては、公益財団法人日本スポーツ協会認定バレーボールのスタートコーチ

（スポ協バレーボールコーチ1以上の資格も可）が最低一人はベンチに入って

いなければならない。 

但し、公益財団法人日本スポーツ協会の制度改正を受けた時限措置として、4

年間（2019～2022）は、都道府県最終予選会まで日本小学生バレーボール連盟

認定初級・中級・上級指導者（※1）が最低1人はベンチに入ることで、同様に

扱うこととする。 

※1 初級指導者（新・旧全国小学生バレーボール指導者一次講習会修了者）

中級指導者（旧全国小学生バレーボール指導者二次講習会修了者） 

上級指導者（旧全国小学生バレーボール指導者三次講習会及び新二次講

習会修了者） 

2） 全日本バレーボール小学生大会の全国大会においては、公益財団法人日本

スポーツ協会認定バレーボールのコーチ1・コーチ2・コーチ3・コーチ4の

いずれかの資格取得者がベンチ入りしなければならない。 

④この講習会は、旧全国小学生バレーボール指導者1次・2次講習会修了者がスター

トコーチ取得に必要とする共通科目受講のための講習会として指定されているの

で、有資格者（旧1次・2次講習会受講者）で希望するものは，認定証（受講者）

番号を知らせ、共通科目のプログラムのみを受講することで、スタートコーチの

修了者となるので、日本スポーツ協会ホームページにて、申請手続きを行うこと。

（有効期限：4年間）。 

⑤この講習会は、公益財団法人日本スポーツ協会資格更新の義務研修に指定されて

いるので、有資格者で希望するものは申し込みの際、資格種類、番号等を連絡の

上、申し込みを行うこと。 

 

12．開催申請 

○開催地は事前に開催計画書及び予算書を提出することで、運営費を補助する。 

○開催地は、本講習会担当者より配布及び周知された「開催マニュアル」をもとに準備・運営を

進める。 

○開催地は講習会終了後、すみやかに所定の提出物とともに報告書を提出する。 

○事業担当者 

     公益財団法人日本バレーボール協会競技者拡大委員会・指導者養成委員会 

及び日本小学生バレーボール連盟担当者 

［連絡先］日本小学生バレーボール連盟事務局  office@jeva-web.com 


